
第２２号議案  

 

   東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２２年２月５日  

 

提出者 東京都台東区長  吉    住     弘  

 

（提案理由）  

この案は、保険料率を改定する等のため提出します。 



   東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区国民健康保険条例（昭和３４年１１月台東区条例

第１６号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第３

０条第１項に規定する退職手当等（同法第３１条において退職手

当等とみなされる一時金を含む。以下「退職手当等」という。）に

係るもの並びに地方税法第２４条第１項に規定する利子割額、配

当割額及び株式等譲渡所得割額（以下「利子割額等」という。）」

を「地方税法第５０条の２及び同法第３２８条の規定によつて課

する所得割の額並びに同法第２４条第１項の規定によつて課する

利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額」に改め、同条第３

項中「退職手当等に係るもの及び利子割額等」を「地方税法第５

０条の２及び同法第３２８条の規定によつて課する所得割の額並

びに同法第２４条第１項の規定によつて課する利子割額、配当割

額及び株式等譲渡所得割額」に改める。 

第１５条の４第１項第１号中「１００分の６８」を「１００分

の８０」に、「１００分の５６」を「１００分の５７」に改め、同

項第２号中「２万７,６００円」を「３万１,２００円」に、「１０

０分の４４」を「１００分の４３」に改める。 

第１５条の１２第１項第１号中「１００分の２６」を「１００

分の２３」に、「１００分の５６」を「１００分の５７」に改め、

同項第２号中「９,６００円」を「８,７００円」に、「１００分の

４４」を「１００分の４３」に改める。 

第１６条の４第１項第１号中「１００分の１７」を「１００分



の１８」に、「１００分の４９」を「１００分の５０」に改め、同

項第２号中「１万１,１００円」を「１万２,０００円」に、「１０

０分の５１」を「１００分の５０」に改める。 

付則第３条中「前年中に所得税法」の次に「（昭和４０年法律第

３３号）」を加える。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第

１５条の改正規定及び付則第３条の改正規定は、公布の日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第１

５条の４第１項、第１５条の１２第１項及び第１６条の４第１

項の規定は、平成２２年度分からの保険料について適用し、平

成２１年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 


